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■ 1  はじめに
第 2 章では、最近の知財高裁の裁判例を中心に、IT ビジネスに関連して主

に著作権が問題となったケースを取り上げた。網羅性・体系性ではなく比較的

最近の事例紹介となることを重視している。ただ、個別事案に関する判断で

あっても、契約ドラフト等の実務において参考になる部分もあると思われる。

このような本章の位置付けから、裁判例における何らかの「傾向」を論じるこ

とは適切ではないが、まず各ケースの特徴を簡単に紹介する。

■ 2  本章で取り上げるケース

⑴ ソフトウェア画面に関する著作物性
ソフトウェア画面に関する著作物性が主な争点となった裁判例（事例2-1-1

～事例2-1-7）では、個別の画面ではなく、画面遷移により相互につながる複
数の画面の構成が保護対象となる可能性が示唆されている。しかし、個別事案

の結論としては、ソフトウェアが前提とする既存の業務フローによって画面構

成が決定付けられているなど、ソフトウェアの機能性や使用目的によって表現

の自由度が制約され、創作性は否定されるというものである。このため、どの

ような画面構成であればソフトウェアの画面を著作物として保護できるのか、

具体的な画面構成の形で指摘することは難しい。

⑵ プログラム等に関する著作物性
プログラムやプログラムに関連する制作物の著作物性に関する裁判例（事例

2-2-1～事例2-2-12）を取り上げる。プログラムを自動で作成することができ
るツールの使用が問題となった裁判例においては、これらのツールの使用の事

実がプログラムの著作物性の判断に一定の影響を与えた。これには、近年注目

されている生成 AI による制作物の著作物性の議論に通じるところがあるだろ

う。その他、HTML の記述や変数名、データベース設計の著作物性、業務フ

ローやテンプレートといった、著作物性を肯定するのはハードルが高いケース

を紹介する。プログラムの著作物性を判断する際に「表現の幅」をどこに認め

ればよいのか、アイデアと表現の峻別が可能なのかという点はこれらのケース
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3 ネットサービス -1 企画
3-1-1 破産者マップ事件
個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について
個人情報保護委員会／令和 2 年 7 月29日

□ 事案の概要　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

破産手続に際し、国は破産手続開始の公告を行っており、破産者の氏名を含

む一連の情報を官報に公開している。事業者Ａらは、破産者の氏名を含む一連

の情報を官報から取得してデータベース化したうえで、自らのウェブサイトに

当該情報を掲載することで、誰でも破産者の情報を得ることが可能な状態にし

た。

個人情報保護委員会は、事業者Ａらに対し、必要な措置を講じるまではウェ

ブサイトを再開してはならない旨の勧告を行ったが、対応期限の日までに措置

は講じられなかった。そこで、個人情報保護委員会は、事業者Ａらに対しウェ

ブサイトを直ちに停止等するよう命令を行った。

なお、個人情報保護委員会は、事業者Ａらの所在を知ることができなかった

ため、公示送達の手法により命令を行った。

□ 論　点　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1 　公開情報の個人情報該当性

2 　個人情報の定義への理解

□ 個人情報保護委員会の判断

1 　命令の原因となる事実

A A

1 　命令の原因となる事実
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1 システム -1 大規模事件
1-1-1 スルガ銀行 vs 日本 IBM事件控訴審
損害賠償・請負代金等反訴請求控訴事件
東京高判平成25・ 9 ・26金融商事1428号16頁〔28213054〕

□ 事案の概要　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

原告（スルガ銀行。ユーザ）が、被告（日本 IBM。ベンダ）に対し、原告

の銀行業務全般をカバーする新経営システム（本件システム）の開発業務を委

託したところ、途中で頓挫したことから、被告の義務違反（不法行為又は債務

不履行）を主張して約115億円の損害賠償を求めたのに対し（本訴）、被告から

原告に対し、締結済みの個別契約の未払代金等として約125億円の支払を求め

た（反訴）。

本件システムの開発は、原被告間で包括的な構築に関する基本合意（本件基

本合意①、本件基本合意②及び本件最終合意の 3 つのバージョン）のほか、多

数の個別契約が締結され、これらの合意・契約に基づいて進行していたが、途

中で中断することとなった。

原審では、原告の本訴請求を、不法行為に基づく損害賠償請求として、約74

億円（原告が被告に対して支払った額のほとんど）の支払を認め、反訴請求の

すべてを棄却したため、被告が控訴した。

□ 争　点　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ プロジェクト・マネジメント義務違反の有無（企画準備から本件基本合意①

締結前の段階と、それ以降の段階に分けて論じられている）

□ 裁判所の判断

裁判所は、企画・提案段階という、契約締結前段階におけるプロジェクト・

マネジメント義務について、下記のように述べた。

企画・提案段階においては、プロジェクトの目標の設定、開発費用、開発
スコープ及び開発期間の組立て・見込みなど、プロジェクト構想と実現可
能性に関わる事項の大枠が定められ、また、それに従って、プロジェクト

企画・提案段階においては、プロジェクトの目標の設定、開発費用、開発
スコープ及び開発期間の組立て・見込みなど、プロジェクト構想と実現可
能性に関わる事項の大枠が定められ、また、それに従って、プロジェクト

に伴うリスクも決定づけられるから、企画・提案段階においてベンダに求
められるプロジェクトの立案・リスク分析は、システム開発を遂行してい
くために欠かせないものである。そうすると、ベンダとしては、企画・提
案段階においても、自ら提案するシステムの機能、ユーザーのニーズに対
する充足度、システムの開発手法、受注後の開発体制等を検討・検証し、
そこから想定されるリスクについて、ユーザーに説明する義務があるとい
うべきである。このようなベンダの検証、説明等に関する義務は、契約締
結に向けた交渉過程における信義則に基づく不法行為法上の義務として位
置づけられ、IBM はベンダとしてかかる義務（この段階におけるプロジェ
クト・マネジメントに関する義務）を負うものといえる。

もっとも、この段階では、ベンダはユーザの業務内容等に精通しているとは

いえず、ユーザはシステム開発技術等について精通していないという意味で、

情報の非対称性、能力の非対称性が双方に存在するから、ベンダの説明責任と

ともに、ユーザにおいても自らリスク分析をすることが求められるとしたうえ

で、本件においては、IBM においては、この段階におけるプロジェクト・マ

ネジメント義務違反はないとした。

続いて、契約締結後である要件定義以降の段階においては、ベンダは、下記

のような義務を負うと述べている。判示部分が長いため、一部のみを引用する。

IBM は、前記各契約に基づき、本件システム開発を担うベンダとして、
スルガに対し、本件システム開発過程において、適宜得られた情報を集
約・分析して、ベンダとして通常求められる専門的知見を用いてシステム
構築を進め、ユーザーであるスルガに必要な説明を行い、その了解を得な
がら、適宜必要とされる修正、調整等を行いつつ、本件システム完成に向
けた作業を行うこと（プロジェクト・マネジメント）を適切に行うべき義
務を負うものというべきである。
（中略）ベンダとしては、そのような局面〔筆者注：当初の想定とは異な
る状況が起きること〕に応じて、ユーザーのシステム開発に伴うメリット、
リスク等を考慮し、適時適切に、開発状況の分析、開発計画の変更の要否
とその内容、更には開発計画の中止の要否とその影響等についても説明す

に伴うリスクも決定づけられるから、企画・提案段階においてベンダに求
められるプロジェクトの立案・リスク分析は、システム開発を遂行してい
くために欠かせないものである。そうすると、ベンダとしては、企画・提
案段階においても、自ら提案するシステムの機能、ユーザーのニーズに対
する充足度、システムの開発手法、受注後の開発体制等を検討・検証し、
そこから想定されるリスクについて、ユーザーに説明する義務があるとい
うべきである。このようなベンダの検証、説明等に関する義務は、契約締
結に向けた交渉過程における信義則に基づく不法行為法上の義務として位
置づけられ、IBM はベンダとしてかかる義務（この段階におけるプロジェ
クト・マネジメントに関する義務）を負うものといえる。

IBM は、前記各契約に基づき、本件システム開発を担うベンダとして、
スルガに対し、本件システム開発過程において、適宜得られた情報を集
約・分析して、ベンダとして通常求められる専門的知見を用いてシステム
構築を進め、ユーザーであるスルガに必要な説明を行い、その了解を得な
がら、適宜必要とされる修正、調整等を行いつつ、本件システム完成に向
けた作業を行うこと（プロジェクト・マネジメント）を適切に行うべき義
務を負うものというべきである。
（中略）ベンダとしては、そのような局面〔筆者注：当初の想定とは異な
る状況が起きること〕に応じて、ユーザーのシステム開発に伴うメリット、
リスク等を考慮し、適時適切に、開発状況の分析、開発計画の変更の要否
とその内容、更には開発計画の中止の要否とその影響等についても説明す
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1 システム -1 大規模事件
1-1-1 スルガ銀行 vs 日本 IBM事件控訴審
損害賠償・請負代金等反訴請求控訴事件
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□ 事案の概要　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

原告（スルガ銀行。ユーザ）が、被告（日本 IBM。ベンダ）に対し、原告

の銀行業務全般をカバーする新経営システム（本件システム）の開発業務を委

託したところ、途中で頓挫したことから、被告の義務違反（不法行為又は債務

不履行）を主張して約115億円の損害賠償を求めたのに対し（本訴）、被告から

原告に対し、締結済みの個別契約の未払代金等として約125億円の支払を求め

た（反訴）。

本件システムの開発は、原被告間で包括的な構築に関する基本合意（本件基

本合意①、本件基本合意②及び本件最終合意の 3 つのバージョン）のほか、多

数の個別契約が締結され、これらの合意・契約に基づいて進行していたが、途

中で中断することとなった。

原審では、原告の本訴請求を、不法行為に基づく損害賠償請求として、約74

億円（原告が被告に対して支払った額のほとんど）の支払を認め、反訴請求の

すべてを棄却したため、被告が控訴した。

□ 争　点　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ プロジェクト・マネジメント義務違反の有無（企画準備から本件基本合意①

締結前の段階と、それ以降の段階に分けて論じられている）

□ 裁判所の判断

裁判所は、企画・提案段階という、契約締結前段階におけるプロジェクト・

マネジメント義務について、下記のように述べた。

企画・提案段階においては、プロジェクトの目標の設定、開発費用、開発
スコープ及び開発期間の組立て・見込みなど、プロジェクト構想と実現可
能性に関わる事項の大枠が定められ、また、それに従って、プロジェクト

企画・提案段階においては、プロジェクトの目標の設定、開発費用、開発
スコープ及び開発期間の組立て・見込みなど、プロジェクト構想と実現可
能性に関わる事項の大枠が定められ、また、それに従って、プロジェクト

に伴うリスクも決定づけられるから、企画・提案段階においてベンダに求
められるプロジェクトの立案・リスク分析は、システム開発を遂行してい
くために欠かせないものである。そうすると、ベンダとしては、企画・提
案段階においても、自ら提案するシステムの機能、ユーザーのニーズに対
する充足度、システムの開発手法、受注後の開発体制等を検討・検証し、
そこから想定されるリスクについて、ユーザーに説明する義務があるとい
うべきである。このようなベンダの検証、説明等に関する義務は、契約締
結に向けた交渉過程における信義則に基づく不法行為法上の義務として位
置づけられ、IBM はベンダとしてかかる義務（この段階におけるプロジェ
クト・マネジメントに関する義務）を負うものといえる。

もっとも、この段階では、ベンダはユーザの業務内容等に精通しているとは

いえず、ユーザはシステム開発技術等について精通していないという意味で、

情報の非対称性、能力の非対称性が双方に存在するから、ベンダの説明責任と

ともに、ユーザにおいても自らリスク分析をすることが求められるとしたうえ

で、本件においては、IBM においては、この段階におけるプロジェクト・マ

ネジメント義務違反はないとした。

続いて、契約締結後である要件定義以降の段階においては、ベンダは、下記

のような義務を負うと述べている。判示部分が長いため、一部のみを引用する。

IBM は、前記各契約に基づき、本件システム開発を担うベンダとして、
スルガに対し、本件システム開発過程において、適宜得られた情報を集
約・分析して、ベンダとして通常求められる専門的知見を用いてシステム
構築を進め、ユーザーであるスルガに必要な説明を行い、その了解を得な
がら、適宜必要とされる修正、調整等を行いつつ、本件システム完成に向
けた作業を行うこと（プロジェクト・マネジメント）を適切に行うべき義
務を負うものというべきである。
（中略）ベンダとしては、そのような局面〔筆者注：当初の想定とは異な
る状況が起きること〕に応じて、ユーザーのシステム開発に伴うメリット、
リスク等を考慮し、適時適切に、開発状況の分析、開発計画の変更の要否
とその内容、更には開発計画の中止の要否とその影響等についても説明す

に伴うリスクも決定づけられるから、企画・提案段階においてベンダに求
められるプロジェクトの立案・リスク分析は、システム開発を遂行してい
くために欠かせないものである。そうすると、ベンダとしては、企画・提
案段階においても、自ら提案するシステムの機能、ユーザーのニーズに対
する充足度、システムの開発手法、受注後の開発体制等を検討・検証し、
そこから想定されるリスクについて、ユーザーに説明する義務があるとい
うべきである。このようなベンダの検証、説明等に関する義務は、契約締
結に向けた交渉過程における信義則に基づく不法行為法上の義務として位
置づけられ、IBM はベンダとしてかかる義務（この段階におけるプロジェ
クト・マネジメントに関する義務）を負うものといえる。

IBM は、前記各契約に基づき、本件システム開発を担うベンダとして、
スルガに対し、本件システム開発過程において、適宜得られた情報を集
約・分析して、ベンダとして通常求められる専門的知見を用いてシステム
構築を進め、ユーザーであるスルガに必要な説明を行い、その了解を得な
がら、適宜必要とされる修正、調整等を行いつつ、本件システム完成に向
けた作業を行うこと（プロジェクト・マネジメント）を適切に行うべき義
務を負うものというべきである。
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リー名は、それ自体をみてもありふれたものであり、現に、原告商品の
「メッセージ」、「統計情報」というカテゴリー名は他社商品でも用いられ
ているほか、原告商品の「メッセージ」の下に設けられた小カテゴリーの
各カテゴリー名や「統計情報」の下に設けられた小カテゴリーの各カテゴ
リー名と同一ないし類似したカテゴリー名が他社商品においても用いられ
ている。また、原告商品において用いられている「基本」や「ホーム」と
いったカテゴリー名は、他社商品においては用いられてはいないものの、
消費者とのコミュニケーションを図るという観点から頻繁に使われる機能
を取りまとめたカテゴリーに付されたものであり、上記のような原告商品
の性質を踏まえると、カテゴリー名の選択としてはありふれたものである。

2 　カテゴリーの配列について

各カテゴリー名の配列についてみても、原告商品においては、「基本」と
いう最上位の階層に、消費者とのコミュニケーションを図る上で利用可能
な機能を取りまとめ、その中でも消費者とのコミュニケーションを図る上
で日常的に利用する機能を「基本」の下の階層の「ホーム」に取りまとめ
るなどされているほか、多種多様な機能を果たす「ホーム」より下のカテ
ゴリーについては、小カテゴリーに至るまで階層を設けてカテゴリー分け
がされるなど他社商品に比して複雑な階層構造が採用されており、各カテ
ゴリー名の配列について一定程度の工夫はされていると認められる。
しかし、ユーザーによる操作や理解を容易にするという観点から、実装し
た機能の中から関連する機能を取りまとめて上位階層のカテゴリーを設定
し、機能の重要性や機能同士の関連性に応じて順次下位の階層にカテゴ
リー分けをしていくというのは通常の手法であり、原告商品の各カテゴ
リー名の配列は、複数の選択肢の中から選択されたものではあるものの、
ありふれたものというべきである。

□ 本判例のポイント（実務上の指針となる点等）

アプリケーションの各機能に関するメニュー表示とその体系的な構成が編集

リー名は、それ自体をみてもありふれたものであり、現に、原告商品の
「メッセージ」、「統計情報」というカテゴリー名は他社商品でも用いられ
ているほか、原告商品の「メッセージ」の下に設けられた小カテゴリーの
各カテゴリー名や「統計情報」の下に設けられた小カテゴリーの各カテゴ
リー名と同一ないし類似したカテゴリー名が他社商品においても用いられ
ている。また、原告商品において用いられている「基本」や「ホーム」と
いったカテゴリー名は、他社商品においては用いられてはいないものの、
消費者とのコミュニケーションを図るという観点から頻繁に使われる機能
を取りまとめたカテゴリーに付されたものであり、上記のような原告商品
の性質を踏まえると、カテゴリー名の選択としてはありふれたものである。

各カテゴリー名の配列についてみても、原告商品においては、「基本」と
いう最上位の階層に、消費者とのコミュニケーションを図る上で利用可能
な機能を取りまとめ、その中でも消費者とのコミュニケーションを図る上
で日常的に利用する機能を「基本」の下の階層の「ホーム」に取りまとめ
るなどされているほか、多種多様な機能を果たす「ホーム」より下のカテ
ゴリーについては、小カテゴリーに至るまで階層を設けてカテゴリー分け
がされるなど他社商品に比して複雑な階層構造が採用されており、各カテ
ゴリー名の配列について一定程度の工夫はされていると認められる。
しかし、ユーザーによる操作や理解を容易にするという観点から、実装し
た機能の中から関連する機能を取りまとめて上位階層のカテゴリーを設定
し、機能の重要性や機能同士の関連性に応じて順次下位の階層にカテゴ
リー分けをしていくというのは通常の手法であり、原告商品の各カテゴ
リー名の配列は、複数の選択肢の中から選択されたものではあるものの、
ありふれたものというべきである。

□ 本判例のポイント（実務上の指針となる点等）

□ 争　点　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ カテゴリーの名称と配列自体の編集著作物性

□ 裁判所の判断

裁判所は、原告商品のカテゴリーの名称やその階層構造は、ありふれたもの

であり、それら自体に著作権法上の創作性があるとはいえない、と判断した。

1 　カテゴリーの名称について

類似サービスとの比較のうえで、以下のとおり判示した。

LINE＠を用いた集客、マーケティング支援ツールという原告商品におい
てどのような機能を実装するかはアイディアに過ぎず、それ自体は著作権
法の保護の対象になるものではない。そして、「素材」たる各カテゴリー
の名称の選択についてみると、上記のような原告商品の性質上、各カテゴ
リーに付す名称は、各カテゴリーが果たす機能を一般化・抽象化し、ユー
ザーにとって容易に理解可能なものとする必要があるため、その選択の幅
は自ずと限定される。そのような視点で選択された原告商品の各カテゴ

LINE＠を用いた集客、マーケティング支援ツールという原告商品におい
てどのような機能を実装するかはアイディアに過ぎず、それ自体は著作権
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リーに付す名称は、各カテゴリーが果たす機能を一般化・抽象化し、ユー
ザーにとって容易に理解可能なものとする必要があるため、その選択の幅
は自ずと限定される。そのような視点で選択された原告商品の各カテゴ
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